














8.各種募金

(1）日本赤十字社募金（社資募金）～日赤延岡市地区事務局 TEL22-7017 

（こども家庭課内）

5月～赤十字運動強化月間

・募金の使途 一一一一①災害救援 ②血液事業 ③巡回診療 ④国際活動

⑤救急、法・家庭看護法等の講習普及等

・赤十字社員への加入 一一一一一 毎年 50 0円以上納める方が社員として登録さ

れます。（500円未満は寄付金として扱います）

・延岡市の平23年度募金額一一一 12, 418, 510円

この内、地区からの募金 6, 570, 950円

・地区事務局事務・事業費 2, 235, 332円

この内、区長会への助成金 197, 129円

※平成 23年度は、市内 39 1地区の内、 35 6地区からご協力いただきました。

（※市政連絡員のみの場合も含めば、市内 42 9地区の内、 36 8地区）

(2）延岡市社会福祉協議会会員募集（期間； 5月～ 6月）

社会福祉協議会（三ツ瀬町 1丁目 12-4 TEL32-6555) 

・趣 旨 市町村社会福祉協議会は、 1または2以上の市町村の区域内において 1

つ設置され、地域福祉の推進を図ることを目的とした事業を行う団体で

す。 （社会福祉法第 10 9条より）

賛助会員を募集して、その賛助会費が社会福祉協議会の運営費の一部と

して活用されています。

・会員 世帯会員（各世帯）

福祉会員（個人・篤志家）

団体会員（社会福祉団体・各種団体他）

特別会員（法人）

＠平成23年度会費 9, 096, 2i3円

この内、区からの会費 5, 303, 535円

※平成23年度は、市内 429地区の内、 33 6地区にご協力いただきました。

（※延岡市社会福祉協議会会費については、市政連絡員のみの場合も含んだ

数字です。なお、区からの会費は、世帯会費として扱われます。）
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(3）共同募金（赤い羽根募金） 10月 1日～12月31日

延岡市社会福祉協議会（三ツ瀬町1丁目 12-4 TEL32-6555) 

・募金の使途一一募金額の4割程度が、次年度に延岡市社協に配分され、そ

れを延岡市社協が市内の各福祉団体に助成しています。

①老人福祉活動（敬老会の助成等）

②障がい児（者）福祉活動（移送サービス事業、行事・スポーツ助成等）

③児童・青少年福祉活動（児童関係団体）

④福祉育成・援助活動（ボランティアの育成、各種団体の助成、地区社協推

進事業）

＠平成23年度実績額 13, 796, 328円

このうち、地区からの募金額 7, 331, 522円

延岡市社協への配分金5, 051, 328円斗区長連協ヘ30 0, 0 0 0円補助

※2 3年度は 市内 42 9地区のうち、 39 3地区にご協力いただきました。

また、上記のとおり、募金の一部は区長連協へ補助金として助成されます。

(4）歳末助け合い募金 12月 1日～12月31日

延岡市社会福祉協議会（三ツ瀬町1丁目 12-4 TEL32-6555) 

・募金の使途 一一共同募金の一環ですが、この募金は全額が延岡市内の福

祉のために使われます。

①寝たきり高齢者、障がい者等の見舞い

②各種地域福祉事業、地域の地区社協等に助成されます0

・平成23年度実績額 4, 116, 553円

このうち、地区からの募金 3, 150, 720円

※平成23年度は、市内 42 9地区のうち、 33 0地区にご協力いただきま

した。

9.協働・共汗道づくり事業
（担当：土木課公22-7021、又は各総合支所建設課）

市道や里道等の簡易的な整備を行う地元自治会等に対して、資材の支給、機械の

貸出し等の支援を行う事業です。

・必要な原材料（コンクリート等）や製品（コンクリート製側溝等）を提供し、併せて

機械（バックフォ一等）の器具等を貸出し、地元の皆さんの労力提供を受け、市職員

が技術支援を行し、ながら整備します。
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1 0.防犯灯に関する補助金
（担当：地域交通安全推進室曾22-7039)

防犯広百気量補助金手続きに必要な持参する書類等は次のとおりです。

｜・新設工事・ブラケットの取替えの場合｜

①工事め見績書（器具代・材料費・工賃・労務費・手数料等の静岡が必男 （コピー）

②領収書 （コピー）

③写 真 （工事前・工事後の写真が必易 。電柱番号を記入してくださし、

④位置~ 般置競庁・位置のわかるもの） ・ゼンリン地図で可

⑤預鎖直懐（区防車帳又は区長の通関

⑥ 区長の向車監【認め印】 （申請・請求は区長名でします二）

－代理人の場合は、区長の白芳・氏名と区長の認め印を持参くださし冶

〈設置棚力鉛

(1）九電柱・異論駄主に設置 4, 0 0 0円

(2）町専用柱に設置 4, 0 0 0円

( 3) ;J牲を設置して点止丁。j牲の建替を含む） 1 3, 0 0 0円

(4）ブ、ラケットの取替 4, 0 0 0円

工事金額の2分の1を陶支額とし上記金額内で補助しますユ
※（4・5・6月までの賄側ま7月末苅ム予勉 (7・8・9月まて切申詳洲ま10月末苅ム予渇

(1 0・11・12月までの申請分は1月末苅ム予庖 (1・2・3月までの村l扮は4月末対ム予泡

｜・蛍淑Tの球替の制（類等に慨して替えた場合）

。湖町用の普通の白熱球・ 7隙肱Tの球替l訴鵡樹象外）

①領収書 （コピー） 剣先した競庁の電住番号を領収書に記入してくださしも

②預鎖直帳（区の通帳又は区長の通中島

③ 区長の向車監【認め印】 （申請・請求は区長名でしますユ）

－代理人の場合は、区長の信斤・氏名と医長の認め印を持参くださし、

（飴'tkl羽潜え補助鉛 1灯につき経費の2分の1の補助 500円限度鶴

｜・管理献金（防犯幻電気料に対する補助）｜

毎年4月分の電矧司領収書により12月初旬に市に申請します二 （矧陰案内）

（管理補助鉛 1 灯につき年額 1, 2 0 0円
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11 .市道草刈、公園清掃に関する報奨金

(1）市道草刈報奨金事業

（担当：土木課忽22-7021、又は各総合支所建設課）

延岡市が管理する市道路肩の草刈りを実施した自治会などに対して報奨金を交

付する事業です。

①報奨金額 作業を実施した片側延長 1m＇こっき 6円。

※交付回数は 1路線あたり年度中 2固まで。

②申請方法一一一草刈りを行う 2週間前までに申請してください。

作業完了後すぐに下記書類を提出する必要があります。

※提出書類 ①作業完了報告書

②写真3枚（作業前、作業中、作業後） ③請求書

(2）公園緑地愛護会制度

（担当：都市計画課曾22-7046)

公園緑地愛護会とは、公園緑地の清掃等を行う団体の総称で、市内公園緑地の環

境保全と、市民の美化意識の高揚をはかり、併せて市民参加による花とみどりの街

づくりに寄与することを目的とします。

①年度当初に公園緑地愛護会実施団体届書を市長に届け出ます。

②愛護会は公園緑地の清掃、草刈、遊具の点検等を行い、作業を毎月 1回以上行うものとします。

③市長は、他の愛護会のモデルとなる「モデル愛護会Jを認定するものとします。

（ただし、認定された後でも、活動内容によっては取り消されることもあります二）

モデル愛護会に認定希望の団体は、市長に要望書を提出するものとします。

④作業実施報告書（報告書・作業実施記録・写鳥粉を前期は 9月末日までに、後期は3月末日ま

でに提出する必要がありますユ

⑤報奨金の半期の交付基準

区分 公闘緑地等の面積 報奨金交付額（半期）

A 3, OOOni未満 5' 0 0 0円以内

B 3, oooni～5, OOOm2未満 7' 5 0 0円以内

c 5, oooni以上 1 0' 0 0 0円以内

モデル愛護会（上乗せ計上） 1 5' 0 0 0円以内

※報奨金の交付基準は6ヶ月間必ず毎月 1回以上愛護活動を行った団体に該当する

ものであり、愛護会活動を行わなかった月は報奨金支払いの対象となりません。

⑥報奨金を受けようとするときは、報奨金交付申請書を提出するものとしますユ

⑦市長は、審査のうえ、適当と認めた場合、申請者に報奨金を交付します。

モデ、ル愛護会には面積に応じた報奨金に加えモデ、ル愛護会報奨金も同時に交付します。

報奨金の交付は、前期・後期の年2回とします。
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自治会における名簿の作成・l配布（1‘こlついて

自治会が、個人情報保護法の義務規定の対象となる『個人

情報取扱事業者JIこ当たらない限り、自治会における名簿の

作成や配布については、個人情報保護法の規制の対象外と

なります。

「個人情報取扱事業者Jとは、「5,000人分を超える個人情報

を、紙媒体・電子媒体を問わず、データベース化してその事

業活動に利用している者jをいいます。したがって、自治会に

ついては、その活動に利用している個人情報の数が5,000人

を超える組織は少ないと思われますので、「個人情報取扱事

業者」に当たらないことがほとんどと考えられます。

r個人情報取扱事業者」に当たる自治会が名簿を作成・配布する場合には、

① 名簿を作成する場合には、利用目的の通知（法18条）等
② 名簿を配布する場合には、第三者提供の制限（法23条）等

の個人情報保護法の規定を守る必要があります。

例えば、「個人情報取扱事業者JIこ当たる自治会において名簿を作成・配布する場合には、個人

情報を集める際l二、「取得した個人情報については、自治会名簿として自治会員へ配布するjこと

を明示し、同意の上で所定の用紙に個人情報を記入・提出してもらうことが考えられます。

f※ f個人情報保護法Jや「法Jとあるのは、いずれも個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）を指します。 : 
i※ ここに掲載されている内容は、 一般的な考え方を示したものであり、個別のケースによって別途考慮すべき要素がありますので、ご注意ください。 i
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これは、法人格を持たない一般的な区の会

則例です。法人格を持つ「認可地縁団体J

の場合は、さらに必要な規定があります。

0 0 区 会 則 （ 規 約 ） 例

（目的）
第 1条本区は、会員の福利と親睦を図り、良好な地域社会の維持及び形成に資するため、次

の共同活動を行うことを目的とする。
(1）回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡
(2）美化・清掃等区域内の環境の整備
(3）集会施設の維持管理

(4）防災、防犯、交通安全に関すること。 〉 （例）地域的な社会的公共活動であれば可
(5）会員の福利と親睦に関すること。
(6）区の発展に関すること。
(7) 00000 
(8) 

（名称）
第2条本区は、 00区と称する。

（区域）
第3条本区の区域は、延岡市00町0丁目00番から00番までの区域とする。

【 00町の全ての区域が対象の場合は、 「延岡市00町の区域とする。 Jでも可 】

（事務所）
第4条本区の主たる事務所は、宮崎県延岡市00町0丁目00番地（公民館の所在地）に

置く。 ｛ 「区長宅に置く。 Jとすることも可 】

（会員の資格）
第5条本区の会員は、第3条に定める区域内に居住し、入会申込書を区長に提出した住民と

する。

（役員の種別）
第6条本区に次の役員を置く。

(1）区長 1名
(2）副区長 O名 l 
(3）会計 O名 L 

ト（例）
(4）監事 O名 ！ 
(5）組長 00名 j

区長以外は何名でも可

（役員の選任）
第7条本区の役員は、次により会員の中から選任する。

(1) 区長は、総会において選任する。
(2）副区長、会計及び監事は、区長が推薦し、総会の承認を得るものとする。
(3）監事は、区長、副区長又はその他の役員を兼ねることができない。
(4）組長は、組毎に各 1名選出し、改選はO月に行うものとする。

（役員の職務）
第8条本区の役員の職務は、次のとおりとする。

(1）区長は、本区を代表し、会務を総括する。
(2）副区長は、区長を補佐し、区長に事故があるとき又は区長が欠けたときは、その職務

を代行する0 ． 
(3）会計は、本区の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
(4）監事は、本区の会計を監査し、結果を総会で報告する。
(5）組長は、本区の運営に参画し、協議事項の審議を行う。また、市や区からの伝達事項

を組員に周知するとともに会員から区費を徴収する。

（役員の任期）
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第9条 本区の役員の任期は、次のとおりとし、再任を妨げない。また、欠員が生じた場合の
補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(1）区長、副区長、会計、監事の任期はO年とする。
(2）組長の任期はO年とする。

（総会）
第10条 本区の総会は、会員をもって構成し、通常総会及び臨時総会を開催するものとする。

2.通常総会は、年 1回、区長が招集する。また、臨時総会は、区長が必要と認めた場合
に、組長会の議を経て臨時に招集することができる。

3.総会の議長は、その総会に出席した会員のうち、役員を除く者の中から選出するもの
とする。

4.議長は、その総会に出席者した会員のうち、役員を除く者の中から書記 1名と議事録
署名者2名を指名するものとする。

5.総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
6.総会は、会員の2分の 1以上の出席がなければ、開会することができない。
7.やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、書面をもって表決し、又は他の
会員を代理人として表決を委任することができる。

8.前項の場合、その会員は出席したものとみなす。
9.総会に付議する事項は次のとおりとする。
(1）事業結果の報告
(2）決算の報告
(3）新年度事業計画
(4）新年度予算案
(5）役員の選任 ｝（例）
(6）規約の変更
(7）区費の額
(8）その他、必要な事項

10. 総会の議事のうち、前項第6号以外の議事は、出席した会員の過半数をもって決する
ものとし、前項第6号の議事は、総会員の4分の3以上をもって決するものとする。ま
た、可否同数の場合は、議長が決するところによる。

（組長会）
第11条組長会は、監事を除く役員をもって構成する。

2.組長会は、必要に応じ開催することとし、区長が招集する。
3.組長会は、過半数の出席で成立するものとする。
4.組長会は、区長の付議する事項を審議するとともに、総会及び組長会の議決事項の円
滑な執行に当る。

5.組長会の議事は、出席者の 3分の 2以上の賛同で決するものとする。

（区費）
第12条 区費の額は、総会で定める。

2. 区費は、組長が四半期毎に徴収し、速やかに会計に納入しなければならない。

（弔慰金）
第13条 会員が死亡した場合は、その遺族に弔慰金000円を支出する。

（報酬）
第14条役員の報酬は、次のとおりとする。

(1）区長 年額 0000円
(2）副区長 年額 0000円
(3）会計 年額 0000円
(4）組長 年額 0000円

（会計年度）
第15条 本区の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

「

O
O規
程
」

と
し
て
別
に
定
め
る

」
と
も
可

（その他）
第16条 この会則で定めるもののほか、必要な事項は、総会の議決を経て、区長が別に定める。

附則
この会則は、平成00年O月O日から施行する。

ワム



延岡市関連施設AED設置状況

No. 設置施設名 No. 設置施設名 No. 設置施設名
1 JI I中コミュニティセンター 36 延岡市消防本部 71 浦城刑判交

2岡富コミュニティセンター 37 東海わV署 72 ーケ岡市料交

3南方東コミュニティセンター 38 南廻司出張所 73 伊青タド斜交

4市民↑刻勤まちづくりセンター 39 土々 呂出張3折 74 北方小学校

5 ~tJll公民館 40 廻司市上下y防車局 75 城小学校

6北松殿官 41 市街庁本庁舎 76 美々助作斜交

7ささめ教育集会所 42 北方町稲合支所 77 三樋小学校

8塩浜教育集会所 43 ETOランド速日の峰 78 お甫小学校

9高千穂教育集会所 44 ょっちみろ屋 79 宮野清分校

10 ーヶ岡コミュニティセンター 45 オむ様御事F庁 ω 三川内小学校

11 廻司紙、合文化センター 46 道の蜘じ甫管津島東 81 ~tJll小学校

12 山下保育所 47 道の駅北浦レストラン 82 廻司中学校

13 川中保育所 48 北浦町魚、合支所庁舎 回 恒富中判交

14 土々自保育所 49 ~tJI間給合支所庁舎 84 岡富ヰ苧校

15 恒富保育所 回 保健体育課 85 旭中学校

16 東保育所 51 廻司小学校 86 西階中料支

17 島浦保育所 52 岡富市特交 87 南中学校

18 中島保育所 日 旭小学校 88 東海中朝交

19 ＋期制呆育園 54 恒富小学校 89 土々呂中学校

20 長井保育所 55 西小学校 ω 黒岩中執支

21 緑ヶ日疋醤官 56 南小学校 91 南方中明支

22 旭児艶官 57 緑ヶE小学校 92 熊星紅中執交

23 健康管理センター1階 回 東小学校 93 浦城中学校

24 ヘルストピア延岡 59 方買判明交 94 島動、甫中執支

25 島濡練所 60 東富刻、朝交 95 北方中戦交

26 延岡市恒富地区高齢者コミュニティセンター 61 ヨむ毎東小朝交 96 お甫中執交

27 南老人福祉センター 62 川島市料交 97 三川内中学校

28 北老人福祉センター 回 j割、朝交 98 北川中学校

29 廻司市北方健劇爵止センター 64 黒岩が料交 99 西闇注目潜鰯

30 延岡市夜間急病センター 65 土々呂小学校 100 延岡市関本育館

31 延岡市クリーンセンター清掃工場 66 名水小学校 101 延岡製説者体育センター

32 廻司巾職業l線対委センター（土々 自町） 67 南方刑判交 102 大武体育館

33 中小企業センター 68 上南方小学校 103 ~tJll体育館

34 須美工家肺訴ラ村 69 熊罫江小学校 104 北方割前者体育センター

35 須美工家柄ラ村 70 島野；制、学校

円。



延岡市市民憲章
昭和38年 2月11日制定

郷土を愛し、自然の美しさを生かしましょう。

遠い歴史をたたえ、新しい時代の風習をそだてましょう。

健康で清潔な町にしましょう。

公共のものを愛護し、だれにもあたたかく親切にしましょう。

力をあわせて住みよい延岡市をつくりましょう。

延岡市歌

黒汐（しお）光る南の海に

そそぎ入る五か瀬の流れ

遠き日の歴史を秘めて

むらさきに山のつらなるところ

ああ延岡つねに美わし

新しき郷土のあゆみ

風かおるエ都の空に

生産の旗ひるがえり

昭和38年2月11日制定

作詞橘 よね子

作曲柳田育秀

勤労の息吹き高まるところ

ああ延岡つねに這まし

古き世の歴史をたたえ

花ひらく文化のかおり

新らしき郷土の明日に

誓わばや堅く市民われら

ああ延岡つねに栄光（はえ）あれ
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